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建築基準法に基づく許可・認定申請 

区分 許可・認定申請 

敷地と道路との関係の認定（法第 43 条第 2項第 1号） 27,000 

敷地と道路との関係の許可（法第 43 条第 2項第 2号） 33,000 

道路内における建築許可（法第 44条第 1項第 2号） 33,000 

道路内における建築許可（法第 44条第 1項第 3号） 27,000 

道路内における建築許可（法第 44条第 1項第 4号） 160,000 

用途地域における建築許可（法第 48 条） 180,000 

特殊建築物等の敷地の位置の許可（法第 51条） 160,000 

建築物の高さの認定（法第 55条第 2項） 27,000 

建築物の高さの許可（法第 55条第 3項） 160,000 

日影による建築物の高さの許可（法第 56 条の 2第 1項） 160,000 

仮設建築物許可 

（法第 85条第 5 項） 

（法第 87条の 3 第 5 項） 

 100 ㎡以内 15,000 

100 ㎡超え 500 ㎡以内 30,000 

500 ㎡超え 1,000 ㎡以内 60,000 

1,000 ㎡超え  120,000 

全体計画認定 

（法第 86条の 8 第 1 項） 

（法第 87条の 2 第 1 項） 

 30 ㎡以内 7,000 

30 ㎡超え 100 ㎡以内 12,000 

100 ㎡超え 200 ㎡以内 18,000 

200 ㎡超え 500 ㎡以内 25,000 

500 ㎡超え 1,000 ㎡以内 44,000 

1,000 ㎡超え 2,000 ㎡以内 63,000 

2,000 ㎡超え 10,000 ㎡以内 184,000 

10,000 ㎡超え 50,000 ㎡以内 302,000 

50,000 ㎡超え  539,000 

※これらに記載されていない許可・認定については、建築指導係までお問合せください 


